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建設業者に対する監督処分 

（指示処分・営業停止）について 

 

 

本日、中国地方整備局は、別紙のとおり建設業法の規定に基づく監督処分 

 を行いましたのでお知らせします。 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ先＞  

 

  国土交通省 中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 

０８２－２２１－９２３１（代表） 

 

【担当】 

  計画・建設産業課長      西尾
に し お

 聡子
さ と こ

   （内線６１２１） 

計画・建設産業課 課長補佐   土井
ど い

 学
まなぶ

   （内線６１４２） 

 

 

■同時発表先：合同庁舎記者クラブ、鳥取県政記者会、島根県政記者会、岡山県

政記者クラブ、広島県政記者クラブ、山口県政記者会、山口県政記者クラブ、山

口県政滝町記者クラブ、中国地方建設記者クラブ 



（別  紙） 

建設業者に対する監督処分（指示処分・営業停止）について 
 

 国土交通省中国地方整備局長は、下記のとおり建設業法（昭和２４年法律第１００

号）に基づく監督処分を行いました。  

 

1.処分対象業者  

 

商  号  許  可  番  号  代  表  者  所  在  地  

 

蜂谷工業株式会社  

国土交通大臣許可  

（般・特 -04）第 2652 号  

 

蜂谷  泰祐  

岡山県岡山市北区

鹿田町 1-3-16 

 

２．処分内容  

 

 １  建設業法第２８条第１項の規定に基づく指示処分  

（１）  今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要

な措置を講じること。  

①今回の違反の内容及びこれに対する処分内容について、役員及び従業員に速

やかに周知徹底すること。  

②建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育（以下「研

修等」という。）の計画を作成し、役員及び従業員に対し継続的に必要な研

修等を行うこと。  

③社内の業務運営方法の調査・点検を行うとともに、業務管理体制の整備・強

化を行うこと。  

（２）前項について講じた措置（前項に係る措置以外に講じた措置がある場合には

これを含む。）を速やかに文書をもって報告すること。  

 

２  建設業法第２８条第３項の規定に基づく営業の停止命令  

（１）停止を命ずる営業の範囲  

    ①全国の区域内における建設業に関する営業のうち、公共工事に係るもの。 

    ②全国の区域内における土木工事業及びとび・土工工事業に関する営業のう

ち、公共工事に係るもの。  

 

（注１）「土木工事業に関する営業」とは、注文者から土木一式工事を請け負

う営業をいう。  

（注２）「とび・土工工事業に関する営業」とは、注文者からとび・土工・コ

ンクリート工事を請け負う営業をいう。  

（注３）「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法（昭和４０年法律第

３４号）別表第一に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）又は建設業

法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第１８条に規定する法人が発

注者である建設工事をいう。  

 

（２）期間  

    （１）①について   令和 5 年 12 月 13 日から令和 6 年 1 月 26 日までの 45 日間  

   （１）②について   令和 6 年 1 月 27 日から令和 6 年 2 月 17 日までの 22 日間  



  

 

３．処分理由 
  蜂谷工業（株）は、建設業法第１５条第２号の規定に違反して、資格要件を満た

さない者を営業所専任技術者として８名を５営業所に配置していた。  

また、同社は建設業法第２６条の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主

任技術者及び監理技術者として、２名を８工事現場に配置するとともに、経営事項

審査において、資格要件を満たさない者５０名を複数年にわたり、技術職員名簿に

記載し、虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に

提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いた。  

これらのことが、建設業法第２８条第１項本文及び同項第２号に該当すると認め

られる。  

－  以  上  －  


